
 

障第１１２３号 

令和４年１２月２２日 

 

各指定障害福祉サービス事業所運営法人代表者 

 各指定障害者支援施設運営法人代表者  

 各指定障害児通所支援事業所運営法人代表者 

 各指定障害児入所施設運営法人代表者 

 （岐阜市所管の施設等を含む） 

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課長 

 

岐阜県障害福祉サービス事業所等光熱費高騰対策支援金の交付について 

 

 平素より、障害保健福祉施策の推進について、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、県では、光熱費高騰の影響を受ける、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１項に規定する障害福祉サービス事業を行う事

業所、同条第１１項に規定する障害者支援施設、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条

の２の２第１項に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、同法第４２条に規定する障害児入所

施設及び同法第４３条に規定する児童発達支援センター（以下これらを「施設等」という。）を運

営する者が、可能な限り、入所者又は利用者の負担を増やすことなく、円滑に施設等の運営ができ

るように、予算の範囲内で支援金を給付することとしました。 

各事業者におかれましては、「岐阜県障害福祉サービス事業所等光熱費高騰対策支援金交付

要綱」（以下「要綱」という。）をご確認のうえ、対象事業者に該当する場合には、期日までに

申請いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 支援金の概要 

１）対象事業者について 

 令和４年１２月１日時点で、県内に所在する施設等において、下記に定めるサービスを提供して

いる者 

 対象となるサービス 

入所系サービス 療養介護、施設入所支援、共同生活援助、短期入所（空床利用型事業所を除く。）、

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 

通所系サービス 生活介護（障害者支援施設の日中活動サービスを除く。）、自立訓練（機能訓練）、

自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援 A型、就労継続支援 B型、

児童発達支援、放課後等デイサービス 

訪問系サービス 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護 

※これらのサービスを提供する事業所と同一の事業所で介護サービスを提供し

ている場合を除く。 

※短期入所、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、児童発達支援、放課後等デ

イサービス、居宅介護、重度訪問介護については、共生型サービスを除く。 

 

２）支援金額の計算について 

①入所系サービスを提供する施設等 

１２，０００円に令和４年１２月１日時点の定員数を乗じて得た額 

様 



 

②通所系サービスを提供する施設等 

７，２００円に令和４年１２月１日時点の定員数を乗じて得た額 

 

③訪問系サービスサービスを提供する施設等 

 ９０，０００円 

 

※令和４年１２月１日から令和５年３月３１日までの間に災害その他やむを得ない事由を除き、廃

止又は休止（予定を含む。）をする施設等は除く。 

 

２ 申請書類 

１）様式１から４  

※様式４については、署名又は押印が必要です。 

２）申請書等チェックリスト 

３）指定（更新）通知書のうち、直近で通知されたものの写し 

※その他、必要と認められる書類があれば、提出を依頼する場合があります。 

 

◆ １）、２）につきましては、様式を下記の県ホームページに掲載しています。なお、本支

援金の給付要綱もこちらに掲載しておりますので、ご確認ください。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/262268.html 

「岐阜県障害福祉サービス事業所等光熱費等高騰対策支援金について」 

 

３ 申請方法 

  申請は、上記申請書類を下記郵送先に郵送することで申請いただきます。なお、郵送にあたっ

ては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で送付してください。 

申請にあたっては、法人ごとに岐阜県内に所在する対象となる施設等を全て取りまとめ、一括

して申請してください。 

＜郵送先＞ 

〒５００－８８３３ 岐阜県岐阜市神田町６－８ ABCビル２階 

 「岐阜県医療機関等光熱費高騰対策支援金 受付係 宛」 

 

４ 申請期間 

  令和４年１２月２２日（木）から令和５年２月２２日（水）まで ※当日消印有効 

 

５ 問い合わせ先 

  支援金の内容や申請方法等についてのご質問は、下記コールセンターまでお問い合せください。 

 電話番号：０１２０－２２３－４０９ 

 対応期間：令和４年１２月２２日（木）から令和５年２月２８日（火）まで 

      （土日祝日及び令和４年１２月２９日から令和５年１月３日までは休業となります。） 

 受付時間：９時から１７時まで 

 

 

 

 

所 属 岐阜県健康福祉部障害福祉課事業所指導係 

係 長 若 原 担当 高 田 

電 話 058-272-1111 内 2686 

F A X 058-278-2643 

E-mail c11226@pref.gifu.lg.jp 


